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準中型・中型・大型・けん引免許取得助成事業 

留意事項 

 

① 令和６年１２月に健康保険証の新規発行が終了し、いわゆる「マイナ保険証」に移行

するとともに、マイナ保険証非保有者については「資格確認書」が交付されることとな

っておりますが、マイナ保険証・資格確認書の券面には、事業所名が記載されておら

ず、当該運転者が従業員として雇用されていることが確認できません。 

  このため、令和６年度まで、「健康保険証（写）」を助成金交付請求書の添付書類とし

ておりましたが、令和７年度より、「雇用保険被保険者通知書（写）等、雇用状況を確

認できる公の書類」に変更し、当該通知書の「事業所名略称」により、雇用されている

ことを確認させていただいております。 
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② 令和７年３月２４日からいわゆる「マイナ免許証」を選択することが可能となり、運

転者が従来の運転免許証を保有せず、マイナンバーカードと一体となったマイナ免許証

だけを保有する場合、券面からは運転免許の免許情報が確認できません。 

  このため、「取得した運転免許証（写）」を助成金交付請求書の添付書類としておりま

すが、当該運転者がマイナ免許証のみを保有している場合、マイナポータルサイトまた

はマイナ免許証読み取りアプリを利用して、免許情報を表示した画面を印刷したものを

提出いただき、確認を行います。 
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教習所発行の領収書（写）の見本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          領  収  書      №●●●●● 

 

（会員事業者名） 様  

 

 金額 ￥●●●,●●●－  

 但し、（従業員氏名）様の中型 限定解除 教習料金として 

 

上記の金額正に領収致しました。 

●●年●●月●●日       

●●●●●自動車学校  

福岡市博多区博多駅東●－●－● 

収入 

印紙 

見 本 


